
第１号様式（第３条関係）

年 月 日

殿

（申請者）
大分市大手町３－１－○

○○建設株式会社

代表取締役 ○○　○○

　担当者 ○○　○○
　連絡先 097-506-○○○○

令 和 8 年 度 に お い て 、 建 設 産 業 Ｄ Ｘ 加 速 化 事 業 の 補 助 を 受 け た い の で 、

補 助 金 金 円 を 交 付 さ れ る よ う 、 大 分 県 建 設 産 業 Ｄ Ｘ 加 速 化 事 業

費 補 助 金 交 付 要 綱 第 3 条 の 規 定 に よ り 下 記 の と お り 申 請 し ま す 。

記

1 　　 ICT建設機械化により、生産性向上や就労環境の改善を図る

2 　　 年 月 日

3 添付書類
（１）導入計画書（第２号様式）
（２）収支予算書（第３号様式）
（３）誓約書（第４号様式）
（４）賃金増加率試算表（第５号様式）　※賃上げ枠のみ
（５）賃上げ前１月分の賃金台帳の写し　※賃上げ枠のみ
（６）その他知事が必要と認める書類

1,500,000

30事 業 完 了 予 定 令和 8

事 業 の 目 的

9

○

所 在 地

商 号

代 表 者

大分県知事

8

令和８年度大分県建設産業ＤＸ加速化事業費補助金交付申請書

令和 ○

佐藤 樹一郎



第２号様式（第３条関係）

1 当該補助事業に係る実施予定

（１）申請区分

（２）実施予定期間 年 月 日 か ら 年 月 日

（３）導入予定機器等及びその活用方法、見込まれる効果

（４）事業日程

2 事業に要する経費

円 円
×1.1

＝

円 円

県費補助金の計算

円 円 円

※ 県費補助金は、補助限度額と補助対象経費計の３分の２相当額のうち低い方

ICT建機化機器
○○

4,400,000
4,400,000

30

令和8年10月31日

内容

代金支払

既存のバックホウ0.8m3をＩＣＴ建
設機械化するため、後付け機器
の導入に本事業を活用する。

備考

令和

機器の納品

機器の注文

8 9令和 8 7 1

1,500,000 2,666,000 1,500,000

4,000,000

補助限度額

計

4,000,000

補助対象経費計の３分の２相当額 県費補助金

4,400,000 4,000,000

ICT建機

導入計画書

令和8年7月1日

うち補助対象経費

令和8年9月30日

項　　目 積　算　内　訳

日程

○○払い

見込まれる効果

事業完了

ICT建設機械化の導入により、丁張
を設置することなく、掘削等の作業
を行うなど、現場作業の効率化が
図れる。また、現場での作業人員を
減らすことができるため、技術者の
超過勤務を抑制でき、就労環境の
改善にもつながる。

機器等の名称

経　　費

賃上げ枠通常枠

活用方法



第３号様式（第３条関係）

１　収入

円

県費補助金　

事業者負担分

円
計 （補助対象経費 円）

２　支出

円
×1.1

＝

円
計 （補助対象経費 円）

収 支 予 算 書

予　算　額項　　目 積　算　内　訳

4,400,000

項　　目 予　　　算　　　額 備　　　考

1,500,000

2,900,000

ICT建機

4,000,0004,400,000

4,000,000
4,400,000

4,400,000 4,000,000



8 年 ○ 月 ○ 日

殿  〔法人、団体にあっては事務所所在地〕

大分市大手町３－１－○

○○けんせつ

○○建設株式会社

○○　○○

○○　○○

男

　(3)　暴力団員が役員となっている事業者

第４号様式（第３条関係）

誓 　約　 書

　私は、下記の事項について誓約します。

　なお、県が必要な場合には、大分県警察本部に照会することについて承諾します。

　また、照会で確認された情報は、今後、私が、大分県と行う他の契約における確認に利用することに
 同意します。

記

1　自己又は自己の役員等は、次のいずれにも該当しません。

　(1)　暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規
     定する暴力団をいう。以下同じ。)

　(2)　暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)

　(4)　暴力団員であることを知りながら、その者を雇用・使用している者

　(5)　暴力団員であることを知りながら、その者と下請契約又は資材、原材料の購入契約等を締結し
     ている者

　(6)　暴力団又は暴力団員に経済上の利益又は便宜を供与している者

　(7)　暴力団又は暴力団員と社会通念上ふさわしくない交際を有するなど社会的に非難される関係を
     有している者

　(8)　暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者

2　1の(1)から(8)までに掲げる者が、その経営に実質的に関与している法人その他の団体又は個人では
  ありません。

令和

大分県知事

佐藤　樹一郎

(ふりがな)

所在地　　　　

商号又は名称

※　県では、大分県暴力団排除条例に基づき、行政事務全般から暴力団を排除するため、申請者に暴力
団等でない旨の誓約をお願いしています。

(ふりがな)

代表者氏名

代表者生年月日

代表者性別

昭和○年○月○日



第５号様式（第３条関係） 【賃上げ枠用】

Ａ

Ｂ

労働者氏名 生年月日 採用年月日 区分 時 日 時 日

1 A S55.5.15 H12.4.1 月給 300,000 円 300,000 円 305,000 円 305,000 円

2 B S55.5.15 H12.4.1 月給 250,000 円 250,000 円 255,000 円 255,000 円

3 C S55.5.15 H12.4.1 月給 220,000 円 220,000 円 225,000 円 225,000 円

4 D S55.5.15 H12.4.1 日給 15,000 円 20 300,000 円 15,300 円 20 306,000 円

5 E S55.5.15 H12.4.1 月給 240,000 円 240,000 円 250,000 円 250,000 円

6 F S55.5.15 H12.4.1 月給 250,000 円 250,000 円 255,000 円 255,000 円

7 G S55.5.15 H12.4.1 月給 300,000 円 300,000 円 305,000 円 305,000 円

8 H S55.5.15 H12.4.1 月給 240,000 円 240,000 円 250,000 円 250,000 円

9 I S55.5.15 H12.4.1 月給 300,000 円 300,000 円 305,000 円 305,000 円

10 J S55.5.15 H12.4.1 時給 1,200 円 160 192,000 円 1,250 円 160 200,000 円

11 K S55.5.15 H12.4.1 月給 300,000 円 300,000 円 305,000 円 305,000 円

12 L S55.5.15 H12.4.1 月給 240,000 円 240,000 円 250,000 円 250,000 円

13 M S55.5.15 H12.4.1 月給 200,000 円 200,000 円 210,000 円 210,000 円

14 N S55.5.15 H12.4.1 時給 1,100 円 155 170,500 円 1,150 円 155 178,250 円

15 O S55.5.15 H12.4.1 月給 220,000 円 220,000 円 225,000 円 225,000 円

16 P S55.5.15 H12.4.1 日給 12,000 円 19.5 234,000 円 12,300 円 19.5 239,850 円

17 Q S55.5.15 H12.4.1 月給 220,000 円 220,000 円 225,000 円 225,000 円

18 R S55.5.15 H12.4.1 月給 200,000 円 200,000 円 210,000 円 210,000 円

19 円 円 円 円

20 円 円 円 円

4,376,500 円 4,499,100 円

2.801 ％

※交付申請時に提出する賃金台帳に記載のある従業員を対象とする。

※上記表における支給額の増加率が、賃上げ前より1.5％以上増えていれば要件達成となる。

※行が足りない場合は適宜追加するか、この用紙を印刷して使用すること。

※「Ａ　賃上げ前賃金等単価（支給済）」欄には、賃上げ時点での直近１か月分の賃金台帳をもとに、

賃金等単価（時給・日給・月給）を記入すること。

※「Ｂ　賃上げ後賃金等単価（予定または支給額）」欄には、引上げ後の賃金等単価（時給・日給・月給）を記入すること。

※時給・日給雇用者については、賃上げ後の労働時間数及び労働日数は賃上げ時点での直近１か月分の実績で計算すること。

賃金増加率試算表

賃上げ時点での直近１か月分の賃金台帳 　令和　８　年　４　月分

賃金引上げ予定（実施）日 　令和　８　年　７　月　１　日

増加率

Ｂ

賃上げ前
賃金等単価
（支給済）

賃上げ前
月額賃金
（支給済）

賃上げ後
賃金等単価

（予定または支給額）

賃上げ後
月額賃金

（予定または支給額）

Ａ



第６号様式（第４条関係）

年 月 日

殿

（申請者）
大分市大手町３－１－○

○○建設株式会社

代表取締役 ○○　○○

　担当者 ○○　○○
　連絡先 097-506-○○○○

年 月 日 付 け 第 号 で 交 付 決 定 通 知 の あ っ た

年 度 建 設 産 業 Ｄ Ｘ 加 速 化 事 業 に つ い て 、 下 記 の と お り 変 更 し た い の

で 承 認 さ れ る よ う 、 大 分 県 建 設 産 業 Ｄ Ｘ 加 速 化 事 業 費 補 助 金 交 付 要 綱 第 4 条

第 1 項 第 1 号 の 規 定 に よ り 申 請 し ま す 。

記

1
○○に伴う事業日程の変更のため

2 　　

変更前 円

変更後 円

差引額 円

3 　　
（１）変更導入計画書（第７号様式）
（２）変更収支予算書（第８号様式）

令和

令和８年度大分県建設産業ＤＸ加速化事業費補助金変更承認申請書

8 ○ ○

大分県知事 佐藤 樹一郎

令和

所 在 地

商 号

代 表 者

建政 ○○

令和

変 更 の 理 由

8

8 ○ ○

添 付 書 類

変更後交付申請額

変更なし

1,500,000

1,500,000



第７号様式（第４条関係）

1 当該補助事業に係る実施予定
（１）申請区分

8 年 月 日 か ら 8 年 月 日

8 年 月 日 か ら 8 年 月 日

（３）導入予定機器等及びその活用方法、見込まれる効果

（４）事業日程

2 事業に要する経費

円 円
×1.1

＝

円 円

円 円

円 円

県費補助金の計算

円 円 円

円 円 円

※ 県費補助金は、補助限度額と補助対象経費計の３分の２相当額のうち低い方

変更導入計画書

（変更前）

（変更後）

（変更後）

（変更前） ICT建設機械化の導入により、丁張を設置することなく、掘削等の
作業を行うなど、現場作業の効率化が図れる。また、現場での作
業人員を減らすことができるため、技術者の超過勤務を抑制で
き、就労環境の改善にもつながる。

見込まれる効果

通常枠 賃上げ枠
通常枠 賃上げ枠

（変更前）

機器等の名称

（変更後）

（２）実施予定期間

変更なし
（変更後）

計 変更なし 変更なし

県費補助金
（変更前）

1,500,000 2,666,000

変更なし 変更なし

補助限度額 補助対象経費計の３分の２相当額

変更なし

1,500,000
補助限度額 補助対象経費計の３分の２相当額

1

4,000,000
4,400,000

9令和

（変更後）

ICT建機化機器
○○

経　　費

（変更後）

項　　目

4,400,000

4,400,000

備考

4,000,000

4,000,000

変更なし

事業完了
○○払い

事業完了

既存のバックホウ0.8m3をＩＣＴ建
設機械化するため、後付け機器
の導入に本事業を活用する。

変更なし 変更なし

日程

令和8年7月1日

令和8年11月15日

10

内容

活用方法

令和 7 10

令和8年9月30日

令和8年7月1日

令和

○○払い

令和 7 30

機器の注文

代金支払い

1

県費補助金

（変更前）

変更なし 変更なし

積　算　内　訳

ICT建機

令和8年10月31日

機器の注文
令和8年10月10日 機器の納品

代金支払

変更なし

機器の納品

うち補助対象経費

計

（変更前）



第８号様式（第４条関係）

１　収入

（変更前） 円

県費補助金

事業者負担分

円
計 （補助対象経費 円）

（変更前） 円

県費補助金

事業者負担分

円
計 （補助対象経費 円）

２　支出

（変更前） 円
×1.1

＝

円
計 （補助対象経費 円）

（変更前） （変更後） 円

円
計 （補助対象経費 円）

積　算　内　訳

変更なし

変更なし

変更なし

4,400,000

4,000,000

変更なし

4,000,0004,400,000

2,900,000

変 更 収 支 予 算 書

項　　目 予　　　算　　　額 備　　　考

1,500,000

4,400,000

変更なし

項　　目 予　算　額

変更なし

変更なし

ICT建機

変更なし

4,000,000
4,400,000

変更なし



第１１号様式（第８条関係）

年 月 日

殿

（申請者）
大分市大手町３－１－○

○○建設株式会社

代表取締役 ○○　○○

　担当者 ○○　○○
　連絡先 097-506-○○○○

年 月 日 付 け 第 号 で 交 付 決 定 通 知 の あ っ た

8 年 度 大 分 県 建 設 産 業 Ｄ Ｘ 加 速 化 事 業 費 補 助 金 円 を 払 い

の 方 法 に よ り 交 付 さ れ る よ う 、 大 分 県 建 設 産 業 Ｄ Ｘ 加 速 化 事 業 費 補 助 金 交 付

要 綱 第 8 条 の 規 定 に よ り 請 求 し ま す 。

　（補助金振込先口座）

・

・

・ ・

・ 口 座 番 号

商 号

代 表 者

口 座 名 義

○

○○銀行

普　通口 座 種 別

振 込 先 銀 行 名

建政 ○○

0123456

○○支店

カ）○○ケンセツ

精 算1,500,000

当　座

令和

所 在 地

○

令和８年度大分県建設産業ＤＸ加速化事業費補助金交付請求書

○○

大分県知事 佐藤 樹一郎

8令和

令和 8



第１２号様式（第９条関係）

年 月 日

殿

（申請者）
大分市大手町３－１－○

○○建設株式会社

代表取締役 ○○　○○

　担当者 ○○　○○
　連絡先 097-506-○○○○

年 月 日 付 け 第 号 で 交 付 決 定 通 知 の あ っ た

上 記 の 補 助 金 に つ い て 、 下 記 の と お り 実 施 し た の で 、 大 分 県 建 設 産 業 Ｄ Ｘ 加

速 化 事 業 費 補 助 金 交 付 要 綱 第 9 条 の 規 定 に よ り 、 そ の 実 績 を 関 係 書 類 を 添 え

て 報 告 し ま す 。

記

1 　　 年 月 日

※関係書類及び添付書類
（１）関係書類

①導入実績書（第１３号様式）
②収支精算書（第１４号様式）
③賃金増加率計算表（第１５号様式） ※賃上げ枠のみ

（２）添付書類
①実績報告前１月分の賃金台帳の写し ※賃上げ枠のみ
②契約書又は見積書の写し
③領収書又は請求書の写し
④完成写真
⑤財産管理台帳の写し
⑥その他知事が必要と認める書類

建政

佐藤 樹一郎

代 表 者

令和 8

令和８年度大分県建設産業ＤＸ加速化事業費補助金実績報告書

8 ○ ○事業完了年月日

○8 ○令和

○○

所 在 地

商 号

令和

大分県知事

○ ○



第１３号様式（第９条関係）

1 当該補助事業に係る実施状況

（１）申請区分

（２）実施期間 年 月 日 か ら 年 月 日

（３）導入機器等及びその活用方法

（４）事業日程

2 事業に要した経費

円 円
×1.1

＝

円 円

円 円

円 円

県費補助金の計算

円 円 円

9 20

令和8年7月10日 機器の注文

既存のバックホウ0.8m3をＩＣＴ建
設機械化するため、後付け機器
の導入に本事業を活用した。

ICT建機化機器
○○

内訳

4,400,000
補助対象経費増減額

4,400,000

令和8年10月20日 代金支払

4,400,000

うち補助対象経費精　算　額　

4,000,000

予算額 うち補助対象経費

予算増減額
4,000,000

○○払い

ICT建機

事業完了

4,000,0004,400,000

令和8年9月20日

1,500,000 2,666,000 1,500,000

0 0

補助限度額 補助対象経費計の３分の２相当額

機器の納品

項　　目

計

県費補助金

4,000,000

導入実績書

機器等の名称 活用方法 効 果

日 程 備 考

ICT建設機械化の導入により、丁張を
設置することなく、掘削等の作業を行う
ことで作業の効率化を図った。また、現
場での作業人員を減らすことができる
ため、技術者の超過勤務を抑制でき、
就労環境の改善にもつながった。

内 容

通常枠 賃上げ枠

令和 8 7 10 令和 8



第１４号様式（第９条関係）

１　収入

円 円

県費補助金

事業者負担分

円 円 円 （補助対象経費
計 円)

２　支出

円
×1.1

＝

円 円 円 （補助対象経費
計 円)

4,400,000

項　　目

4,400,000 4,400,000

増減額精算額 予算額

4,400,000 4,400,000 0

4,400,000 0

ICT建機

収 支 精 算 書

項　　目

1,500,000

2,900,000

精算額 予算額 増減額 備考

1,500,000

2,900,000

0

0

4,000,000

4,000,0000

4,400,000

4,000,000

積算内訳



第１５号様式（第９条関係） 【賃上げ枠用】

Ａ

Ｂ

労働者氏名 生年月日 採用年月日 区分 時 日 時 日

1 A S55.5.15 H12.4.1 月給 300,000 円 300,000 円 305,000 円 305,000 円

2 B S55.5.15 H12.4.1 月給 250,000 円 250,000 円 255,000 円 255,000 円

3 C S55.5.15 H12.4.1 月給 220,000 円 220,000 円 225,000 円 225,000 円

4 D S55.5.15 H12.4.1 日給 15,000 円 20 300,000 円 15,300 円 20 306,000 円

5 E S55.5.15 H12.4.1 月給 240,000 円 240,000 円 250,000 円 250,000 円

6 F S55.5.15 H12.4.1 月給 250,000 円 250,000 円 255,000 円 255,000 円

7 G S55.5.15 H12.4.1 月給 300,000 円 300,000 円 305,000 円 305,000 円

8 H S55.5.15 H12.4.1 月給 240,000 円 240,000 円 250,000 円 250,000 円

9 I S55.5.15 H12.4.1 月給 300,000 円 300,000 円 305,000 円 305,000 円

10 J S55.5.15 H12.4.1 時給 1,200 円 160 192,000 円 1,250 円 160 200,000 円

11 K S55.5.15 H12.4.1 月給 300,000 円 300,000 円 305,000 円 305,000 円

12 L S55.5.15 H12.4.1 月給 240,000 円 240,000 円 250,000 円 250,000 円

13 M S55.5.15 H12.4.1 月給 200,000 円 200,000 円 210,000 円 210,000 円

14 N S55.5.15 H12.4.1 時給 1,100 円 155 170,500 円 1,150 円 155 178,250 円

15 O S55.5.15 H12.4.1 月給 220,000 円 220,000 円 225,000 円 225,000 円

16 P S55.5.15 H12.4.1 日給 12,000 円 19.5 234,000 円 12,300 円 19.5 239,850 円

17 Q S55.5.15 H12.4.1 月給 220,000 円 220,000 円 225,000 円 225,000 円

18 R S55.5.15 H12.4.1 月給 200,000 円 200,000 円 210,000 円 210,000 円

19 円 円 円 円

20 円 円 円 円

4,376,500 円 4,499,100 円

2.801 ％

※交付申請時に提出する賃金台帳に記載のある従業員を対象とする。

※上記表における支給額の増加率が、賃上げ前より1.5％以上増えていれば要件達成となる。

※行が足りない場合は適宜追加するか、この用紙を印刷して使用すること。

※「Ａ　賃上げ前賃金等単価」欄には、賃上げ時点での直近１か月分の賃金台帳をもとに、

賃金等単価（時給・日給・月給）を記入すること。

※「Ｂ　賃上げ後賃金等単価」欄には、実績報告時点での直近１か月分の賃金台帳をもとに、

賃金等単価（時給・日給・月給）を記入すること。

※時給・日給雇用者については、賃上げ後の労働時間数及び労働日数は賃上げ時点での直近１か月分の実績で計算すること。

賃金増加率計算表

賃上げ時点での直近１か月分の賃金台帳 　令和　８　年　４　月分

実績報告時点での直近１か月分の賃金台帳 　令和　８　年　９　月分

増加率

Ｂ

賃上げ前
賃金等単価

賃上げ前
月額賃金
（支給済）

賃上げ後
賃金等単価

賃上げ後
月額賃金
（支給済）

Ａ



参考様式

申請者名：

単 価
(単位：円)

取得金額
(単位：円)

年 月 日 耐用年数
処分制限
年 月 日

価 格
処分の内

容
年 月 日

1
ICT建機
化機器
○○

○○-
XX- △△

1 台 4,400,000 4,400,000 R8.9.20 6 R14.9.19
○○市○
○町

○○(株)

2

3

4

5

注

財産管理台帳

番 号 名 称
規 格 ・ 機

種
数 量 単 位

取 得
処 分 制 限 期 間
(50万円以上の場合)

処 分 の 状 況

保管場所

○○建設株式会社

６　この様式により難い場合には、「処分制限期間」の欄及び「処分の状況」の欄を含む他の様式をもって財産管理台帳に代えることができる。　

備 考

１　１件の取得価格が５０万円以上（消費税込み）の備品等の財産を取得した場合、「処分制限期間」の欄も記入するものとする。

２　処分制限期間は、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」（昭和４０年大蔵省令第１５号）に定められている耐用年数に相当する期間とし、
　その期間は、取得の日から起算する。

３　「処分制限年月日」の欄には、処分制限の終期を記入すること。

４　「処分の内容」の欄には、売り払い、廃棄処分等別に記入すること。

５　「備考」の欄には取得の相手方又は処分の相手方等を記入すること。


